
平成１８年９月１９日

保護者 殿
北杜市立甲陵中学校
校 長 藤 森 顕 治

「衣替え」について（お知らせ）

彼岸に入りだいぶ涼しくなってまいりました。保護者の皆様にはますます御清栄のこととお
喜び申し上げます。また，日ごろからＰＴＡ諸活動等を通じて御協力をいただき，誠にありが
とうございます。
さて，標記のことにつきまして次の通り実施いたしますので，御指導のほどよろしくお願い

いたします。

１ 冬服着用期間 １０月 １日（日）～３月３１日（土）
調 整 期 間 ９月２５日（月）～１０月７日（土）

※この調整期間に冬服の準備をお願いします。また，この期間は，その日の気候によっ
て夏服・冬服どちらを着用してもよいことにしています。

２ 冬服関係の制服等規定について（確認をしておきたいと思います）

①服装は，以下の規定による。端正で，清潔であること。
②頭髪は，中学生らしい清潔感のある髪型にすること。
③禁止事項の厳守。

項目 男 子 女 子
・長さ ・長さ

頭 ・前髪は目にかからない。 ・前髪は目にかからない。
髪 ・横後ろは耳，襟にかからない。 ・肩までかかる場合は，黒・紺・茶の

・整髪料は使わない。 ・ゴムまたはヘヤピンで結ぶ。

・指定の詰襟学生服 ・指定のブレザー
冬服 ・白のシャツで裾はズボンに入れる。 ・白のシャツで裾はスカートに入れる。
上着 ・黒，紺のベスト，セーター等 ・黒，紺のベスト，セーター等

・校章は左襟，

ズ ・指定のもの ス ・指定のもの
ボ ・ベルトは黒，紺，茶 カ ・丈は膝が見えない程度
ン ・ずらしてはかない。 ｜ （ウエスト部分を巻き上げて丈を

ト 短くしないこと）
項目 男 女 共 通

(1) ソックス
そ ・白，紺色でワンポイント・ワンラインは可とするが，ルーズソックス・くるぶし
の までのソックスは禁止
他 ・靴下は必ずはくこと

(2) 通学靴
・白色を基調とした運動靴で，体育の授業にも可
・かかとを踏まずにはくこと

(3)防寒着
・セーターは，黒，紺色
・マフラー，手袋，コート等は華美でないものとし，校舎内での着用は禁止
（公的な場所，改まった場所において着用しても違和感のないもの）

禁止 (1) 頭髪について
事項 ・パーマ，脱色・染色等，および眉毛・額のそり込み，オールバック・角刈りなど

の特異な髪型

３ その他
体調不良等で特に寒さ対策をしなければならないときは担任（または，学年の先生）へ

申し出てください。保健室等を含めて臨機応変に対応したいと思います。


